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健康保険、船員保険、厚生年金保険及

び労働保険においては、現物給与の価額

を厚生労働大臣が定めることとされてい

ますが、現物給与の価額をより現在の実

態に即したものとするため、本年４月１

日から、食事で支払われる報酬等に係る

現物給与の価額が改正されています。 

また、本年 10 月１日から、住宅で支払

われる報酬等に係る現物給与の価額が改

正（その算定の仕方も改正）されます。 

現物給与として処理している食事・住

宅がある企業では、必ずチェックしてお

く必要があります。 

お声掛けくだされば、現物給与の価額

の一覧表をご用意いたします。本年 10 月

からの住宅で支払われる報酬等に係る現

物給与の価額の改正の詳細についても、

気軽にお尋ねください。 

「令和８年度の現物給与の価額」が決定 

令和８年10月からの変更点も 

［ 今月の NEWS ］

現物給与の価額の改正（令和８年４月または 10 月～） 

赤字が改正箇所 

（単位：円） 
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被扶養者としての届出に係る者（以下

「認定対象者」といいます）の年間収入

については、認定対象者の過去の収入、

現時点の収入または将来の収入の見込み

などから、今後１年間の収入の見込みに

より判定されていましたが、令和８年４

月からは、「労働契約で定められた賃金か

ら見込まれる年間収入」により判定する

こととされました（他の収入がある場合

を除きます）。 

その留意点を、今一度確認しておきま

しょう。 

労働契約段階で見込まれる収入を用

いて被扶養者の認定を行うため、労働契

約に明確な規定がなく労働契約段階では

見込み難い時間外労働に対する賃金等

（臨時収入）は、被扶養者の認定におけ

る年間収入に含まれないことになりま

す。 

 保険者が労働契約の内容によって被

扶養者の認定を行う場合は、労働基準法

第 15 条の規定に基づき交付される「労働

条件通知書」等の労働契約の内容が分か

る書類の添付及び当該認定対象者に「給

与収入のみである」旨の申立てを求める

ことにより確認することとされていま

す。 

なお、この申立ては、被扶養者（異

動）届の「扶養に関する申立書」欄に認 

定対象者本人が記載する方法や、被扶養

者（異動）届の添付書類として認定対象

者本人が作成した「給与収入のみであ

る」旨の申立書を添付する方法などによ

り行うこととされています。 

 労働契約の更新が行われた場合や労

働条件に変更があった場合（以下「条件

変更」といいます）には、保険者は、当

該内容に基づき被扶養者に係る確認を実

施することとし、条件変更の都度、当該

内容が分かる書面等の提出を求めること

とされています。 

 給与収入以外に他の収入（年金収入

や事業収入等）がある場合における当該

給与収入を含む年間収入の取扱いについ

ては、これまでどおりの取扱いとなりま

す。 

 金額の基準（年間収入が「原則とし

て 130 万円未満（一定の場合は 180 万円

未満又は 150 万円未満）」であることな

ど）に変更はありません。 

実務においては、認定対象者が複数の

事業所で勤務している場合はどうすれば

よいかなど、迷うことがでてくると思わ

れます。 

そのようなときは、 

気軽にお声掛けくだ 

さい。 

令和８年４月からの健康保険の被扶養者の

認定 年間収入の取扱いの変更を再確認 

［ 今月の NEWS ］

変更後の年間収入の取扱いの 

基本的な留意点 
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令和８年３月末日、令和８年度税制改

正の大綱の内容を盛り込んだ「所得税法

等の一部を改正する法律」が成立し、関

係政令などとあわせて公布されました。

どのような改正が行われるのか？ 給与

等からの所得税の源泉徴収事務（年末調

整・月次の源泉徴収）に関連するものを

確認しておきましょう。 

□「所得税法等の一部を改正する法律

（令和８年法律第 12 号）」による改正

物価高への対応の観点から、物価上昇

に連動して基礎控除の額等を引き上げ

るほか、就業調整に対応するととも

に、中低所得者に配慮しつつ、所得税

の課税最低限を 178 万円まで特例的に

先取りして引き上げる。 

（令和８年 12 月 1 日または令和９年１月

１日施行） 

……昨年（令和７年分）の年末調整の際

に引き上げられた基礎控除額や給与所

得控除額などが、今年（令和８年分）

の年末調整の際にさらに引き上げられ

ます。 

□「所得税法施行令の一部を改正する政

令（令和８年政令第 93 号）」による改

正 

通勤のため自動車などの交通用具を使

用している給与所得者（従業員）に支

給する通勤手当の非課税限度額につい

て、次のような改正を行う。 

・通勤距離が片道 65km 以上の人の非課

税限度額を引き上げる。 

・一定の要件を満たす駐車場等を利用

し、その料金を負担することを常例

とする人の１か月当たりの非課税限

度額については、その通勤距離の区

分に応じた非課税限度額に１か月当

たりのその駐車場等の料金相当額

（上限 5,000 円）を加算した金額と

する。              

（令和８年４月 1日施行） 

□「所得税基本通達の制定について(法令

解釈通達)」の改正

使用者（会社）からの食事の支給によ

り受ける経済的利益について所得税が

非課税とされる当該食事の支給に係る

使用者（会社）の負担額の上限を、「月

額 3,500 円」から「月額 7,500 円」に

引き上げる。            

（令和８年４月 1日適用） 

詳しい内容については、気軽にお尋ね

ください。なお、今年（令和８年分）の

年末調整に影響する基礎控除額や給与所

得控除額などの見直しについては、今

後、機をみて、連載してお伝えします。 

令和８年度税制改正  

「所得税法等の一部を改正する法律」が成立 

［ 今月の NEWS ］

令和８年度税制改正 

給与等からの所得税の源泉徴収事務に

関連するものは？ 
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令和８年度を迎え、厚生労働省から、

「令和８年度 雇用・労働分野の助成金

のご案内（簡略版）」、「雇用関係助成金ご

とのパンフレット（詳細版）」などが公表

されました。 

お声掛けいただければ、パンフレット

の全文をご紹介します。 

詳細の説明・アドバイスなどもお任せ

ください。 

令和８年度の雇用・労働分野の助成金 

全体のパンフレット簡略版などを公表 

［ 今月の NEWS ］

令和８年度 雇用・労働分野の助成金のご案内（簡略版）の表紙 

雇用関係助成金・労働条

件等関係助成金に要する

費用は、基本的には、事業

主の方々が負担する雇用

保険の保険料（雇用保険

率のうち、一般の事業で

は 1,000 分の 3.5 の部

分）・労災保険の保険料で

賄われています。

保険料を負担している

わけですから、活用でき

る助成金があるのなら、

活用したいところです。

まずは、簡略版で、最新

の内容を確認してみては

いかがでしょうか？
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令和８年度の雇用保険の保険料率につ

いて、令和７年度から 1,000 分の１

（0.1％）の引き下げとなる予定であるこ

とはお伝えしましたが、その予定のとお

りに決定されています。 

簡単に、被保険者と事業主の負担の内

訳を整理しておきます。 

〔   

本年４月以降に支払う賃金から控除す

る雇用保険の保険料（被保険者負担分）

の額が変更されているか、今一度確認し

ておきましょう。 

令和８年度の雇用保険の保険料率 

前年度から1,000分の１（0.1％）引下げ 

［ 今月の NEWS ］

令和８年度の雇用保険の保険料率  

●令和８年度の雇用保険の保険料率と負担の内訳
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令和７年５月に公布された改正労働安

全衛生法による「労働者数 50 人未満の事

業場におけるストレスチェックの実施の

義務化（施行期日は公布後３年以内に政

令で定める日）」を踏まえ、令和８年２月

に「小規模事業場ストレスチェック制度

実施マニュアル」が作成されましたが、

この度、厚生労働省から、そのマニュア

ルの周知用リーフレットと概要版（スタ

ートガイド）が公表されました。 

まずは、「周知用リーフレット」で全体

像を確認し、「概要版（スタートガイ

ド）」をご覧になるとよいでしょう。 

必要であれば、気軽にお声掛けくださ

い。これらをダウンロードできるサイト

のＵＲＬなどをお伝えします。内容の説

明もお任せください。 

小規模事業場ストレスチェック制度 

実施マニュアルの周知用リーフレットを公表 

［ 今月の NEWS ］

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の周知用リーフレット 

「小規模事業場ストレス

チェック制度実施マニュ

アル」は、50 人未満の事業

場に即した、労働者のプラ

イバシーが保護され、現実

的で実効性のある実施体

制・実施方法を示したもの

です。 

現在、ストレスチェック

を導入していない場合は、

いずれ義務化されること

なので、なるべく早く導入

することを考えたほうが

よいでしょう。 

導入の際に役立つよう

に作成されたのが、このマ

ニュアルです。
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2026 年 1 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
299,768 円 379,610 円 307,887 円 281,882 円 284,617 円 

労働関係指標（2026 年 2 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.19 倍 

有効求人数 

全国 2,330,515 人

有効求職者数 

全国 1,854,011 人 

広島県 1.38 倍 広島県 58,022 人 広島県 42,004 人 

福山市 1.67 倍 福山市 10,796 人 福山市  6,456 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

赤文字の日、及び青文字の日は休みとさせていただきます。

2026 

５ May 

5/11 ● 4

 5/15 ● 障害者雇用納付金の申告と納付期限      ● 障害者雇用調整金の申請期限

6/1 ● 4月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 3 月決算法人の確定申告と納税・9月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 自動車税（都道府県の指定日まで）・軽自動車税の納付（市町村の指定日まで） 

お仕事 

カレンダー

５月


